
１、職員の任免及び職員数に関する状況（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（１）職員の採用状況

（２）職員数（平成28年4月1日）

（注）職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員

などを含み、臨時又は非常勤職員を除きます。

（３）職員の退職等の状況（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

区分

職種

一般行政職

単純労務職

（注）「その他」には、死亡、任期満了が含まれます。

（４）部門別職員数の状況
（単位：人）

対前年

増減数

山中湖村の人事行政の運営の状況について

平成28年度における山中湖村人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。
山中湖村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年条例第1号）の規定に基づき
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（５）一般行政職級別職員数の状況（各年1月1日現在）

職員数(人） 構成比（％） 職員数(人） 構成比（％） 職員数(人） 構成比（％）

各級別の職務内容

　

２、職員の給与の状況

（１）人件費の状況（普通会計決算）

％ ％

（２）職員給与費の状況（普通会計予算）

（注） 1 職員手当には退職手当を含みません。

2 給与費は当初予算に計上された額です。

（３）ラスパイレス指数の状況
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（注）ラスパイレス指数は、国家公務員の給料額を、学歴別、経験年数別に対比算出したもので、

国を１００としたときの山中湖村職員の給料月額の割合をいいます。

（４）職員の平均給料額及び平均年齢の状況（平成2８年4月1日現在）

（５）職員の初任級の状況（平成2８年4月1日現在）

一般行政職

一般行政職

（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成27年4月1日現在）

（注） 1 経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引続き勤務している場合の採用後の年数をいい

ます。

2 経験年数別の「１０年」とは、１０年以上１５年未満、「20年」とは、20年以上25年未満、

「25年」とは、25年以上30年未満の区分に基づくものです。

（７）職員手当状況

期末勤勉手当 （２７年度支給割合） 期末手当 勤勉手当
６月 １．２２５月分 ０．８月分
１２月 １．３７５月分 ０．８月分
計 ２．６月分 １．６月分

支給率 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 ２０．４４５月分 ２５．５５６２５月分
勤続２５年 ２９．１４５月分 ３４．５８２５月分
勤続３５年 ４１．３２５月分 ４９．５９月分
３５年以上 ４９．５９月分 ４９．５９月分

扶養手当

配偶者　　 １３，０００円
扶養親族 一人につき６，５００円
特定扶養 ５，０００円加算

貸家 １２０００円以上の家賃に対し、限度額２７０００円まで

管理職手当、時間外手当、宿日直手当など

（８）特別職の報酬等の状況
給 村長

副村長
料 教育長
報 議長

副議長
酬 議員
期 村長
末 副村長
手 議員
当
退 村長 給料月額×４２/１００×在職月数
職 副村長 給料月額×２５/１００×在職月数 任期ごと

退職手当

１７５，０００円
１５５，０００円

通勤手当

その他

支給割合３．１月

支給割合３．３５月

内　　　　容

４６０，０００円
２０５，０００円

５６０，０００円
４９０，０００円
５６０，０００円
４９０，０００円

区　　　分
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経験年数20年
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区分 経験年数１０年

区分

扶養親族として認定された配偶者、２２歳未満の子および６０歳以上
の父母等に支給

交通機関利用の場合運賃相当額を限度額内で支給、自動車等使用
車は通勤距離に応じて支給

176,700

144,600

住居手当



手 教育長 給料月額×２０/１００×在職月数
当

３、職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間の状況

１日の正規の勤務時間 7.45時間
(午前8時30分～午後5時15分）

（２）休暇の種類
年次有給休暇、傷病休暇、特別休暇及び介護休暇

１、公民権行使休暇 そのつど必要と認める期間
２、官公署出頭休暇 そのつど必要と認める期間
３、骨髄提供休暇 そのつど必要と認める期間
４、ボランティア休暇 ５日以内
５、婚姻休暇 ５日以内
６、妊娠中又は出産後通院休暇 必要と認める期間
７、分べん休暇

８、育児休暇 １日２回それぞれ３０分以内の期間
９、配偶者出産休暇 ２日以内
１０、男性職員の育児参加休暇 ５日以内
１１、子の看護休暇 ５日以内
１２、忌引 別に定める必要な期間
１３、父母の祭日休暇

１４、夏季休暇 ３日以内
１５、感染症まん延防止休暇 そのつど必要と認める期間
１６、住居滅失・損壊休暇 そのつど必要と認める期間
１７、非常災害交通遮断休暇 そのつど必要と認める期間
１８、交通機関の事故等による不可抗力休暇 そのつど必要と認める期間

（３）年次有給休暇の使用状況

総付与日数 総取得日数 対象職員数 平均取得日数 消化率

（４）育児休業取得状況

平成２８年度は取得者が１名

（５）介護休暇の取得状況

平成2８年度は取得者が0名

期間特別休暇の種類

3240 856 81

１日。ただし遠隔の地に赴く必要がある場合に
は実際に要した往復日数を加算することができ

１９、生理休暇
そのつど必要と認める期間。ただし、毎月２日を
越えることはできない

2610.6

予定日６週間（多胎妊娠は１４週、多胎妊娠以
外の場合において必要と認めた場合６週間に２
週間の範囲内で必要と認める期間を加算した期
間）に当る日から分べんの日後８週間目に当る
日までの期間内



４、職員の分限及び懲戒処分の状況
懲戒処分　0名　　　減給処分　0名     休職　１名

※ 分限処分とは、勤務成績が良くない場合、心身の故障のため職務の遂行に支障等がある場合
、職務に必要な適格性を欠く場合等の際、職員に対して行なわれる処分で、地方公務員法の
規定に基づき職員に対し降任、免職、休職等の処分を行なうものです。
懲戒処分とは、地方公務員法等や条例、規則等の法令・義務違反をしたり、職務を怠った場合
全体の奉仕者に相応しくない非行があった場合等の際に職員に対して行なわれる処分で、
地方公務員法の規定に基づき、戒告、減給、停職、懲戒処分としての免職の処分を行なうもの
です。

５、職員の服務の状況
職員の服務については、地方公務員法に定める基準に従い、他に特別の定めがあるものを
除いて、山中湖村職員服務規程に必要な事項を定めています。
服務の原則を、『職員は、住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき
責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行
しなければならない』と定めています。
必要に応じ、メール等で服務の遵守について呼びかけています。

６、職員の研修及び勤務成績の評定の状況
（１）研修

研修については、山梨県市町村職員研修所の研修を活用しています。また同研修所による出張
研修を利用し、職務に関連する知識の習得だけでなく、職員としての資質の向上、意識改革など
に努めています。また全国市町村国際文化研修所の研修にも参加しています。

研修実績

研修項目 対象職員 参加数
階層研修 新任研修 期待される公務員

基礎知識 新規採用職員 ７人
文書の基礎
公務員倫理
接遇の基礎

現任研修 行政経営と効率化
地域デザイン力創造 採用後１０～１５年 １０人
行財政改革と事業評価

管理職研修 マネジメント
管理者の役割
トップマネジメント 係長昇任～課長昇任 １人

能力開発研修 民法
行政法 全職員 １人
地方自治法
地方公務員法など

専門研修 人事管理
法制執務
住民税 対象職員 ０人
固定資産税
簿記など

５２人
「ビジネスマナー研修」 全職員 ６２人

全職員 ２人
全職員 １人

（２）勤務成績の評定
勤務成績の評定については、２８年度中の評価結果を次年度勤勉手当に反映させます

全国市町村国際文化研修所 公会計事務研修

出張研修

「地方公務員として配慮すべき基本的事項

住民との協働によるまちづくり

その他 分限処分・懲戒処分研修会





７、職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）健康診断

毎年1回健康診断を実施し、職員の健康管理に努める。対象者は全職員で、平成2８年度は
１１６名が受診しました。

また希望により、人間ドッグを医療機関で受診することもでき、費用の7割を共済組合が負担

します。平成28年度は４名が受診しました。

（２）災害補償
地方公務員が公務上の災害や通勤による災害にあった場合補償します。
平成2８年度は認定件数０件です。

８、その他村長が必要と認める事項
（1）措置要求及び不服申し立ての状況
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